
★入居対象者一覧
事業後の入居者を、次に掲げる（a）～（c）のいずれかに該当し、かつ、入居の際の月額収入上限以下の者であって、従前居住地が持家でない者とすること。

（a）高齢者世帯
次のすべてに該当する者又は当該者と同居するその配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む）であるもの。
○60歳以上の者であること
○次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること
・同居する者がない者であること
・同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者であること
（b）障がい者等世帯
次のいずれかに該当する者がいる世帯
○障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、次に掲げる障害の種類に応じ定めるとおりの者
・身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程度
・知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
・精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155号）第６条第３項に規定する１級又は２級に該当する程度
○戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項 に規定する戦傷病者でその障害の程度が、
　恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款症に該当する程度のもの
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
○海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していないもの
○ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成13年法律第63号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等
（c）子育て世帯
同居者に18歳未満の者がいる世帯

★入居世帯の状況に応じて、下表より選択して下さい。
控除の種類 控除対象となる方
同居及び扶養親族控除 入居しようとする親族（本人を除く）及び遠隔地扶養親族
特別控除 寡婦（夫）控除 夫と死別、離婚した後婚姻をしていない方又は夫の生死が明らかでない方で、扶養親族のある方

夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫の生死が明らかでない方で、年間所得金額が500万円以下の方
妻と死別、離婚した後婚姻をしていない方又は妻の生死が明らかでない方で、生計を一にする子を扶養し、年間所得金額が500万円以下の方

老人控除対象配偶者控除控除対象配偶者で、70歳以上の方
老人扶養控除 扶養親族で、70歳以上の方
特定扶養控除 扶養親族（配偶者を除く）で、16歳以上23際未満の方
障害者控除 身体障害者手帳の交付を受けている方

戦傷病者手帳の交付を受けている方で第４項症から第６項症までに該当する方
知的障害者更生相談書等により知的障害者と判定された方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で２級に該当する方など

特別障害者控除 身体障害者手帳の交付を受けている方で１級又は２級に該当する方
戦傷病手帳の交付を受けている方で特別項症から第３項症までに該当する方
知的障害者更生相談書等により重度の知的障害と判定された方など
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で１級に該当する方など

従前居住地 賃貸

年間総収入金額 年齢 扶養控除の有無 特別控除の有無

世帯主（契約者） ¥5,000,000 55 都道府県 市区町村

配偶者 ¥730,000 55 同居及び扶養親族控除 高知県 高知市

子供１ ¥655,000 25 同居及び扶養親族控除

子供２ ¥0 16 同居及び扶養親族控除 特定扶養控除

子供３ ¥0

同居人１ ¥0

同居人２ ¥0

世帯年間総収入金額 ¥6,385,000 協議会名 入居世帯判定 障害者世帯 月額収入上限 ¥158,000

当事業の年間所得金額 ¥3,545,000 － 扶養控除 ¥1,660,000 ＝ ¥1,885,000 ÷　12ヵ月　＝ ¥157,083 ／１ヵ月

○

身体障害者手帳の交付を受けている方
で３級又は４級に該当する方

高知県居住支援協議会

住まい障がいの有無

入居可能かの有無

は～い！さっそく計算シートを使ってみましたよ。

この計算シートで、

さっと計算ができますよ。

は～い！家族みんなで仲良く住んでますよ。
皆さん、

お元気ですか？

あんしん住戸にお住まいの障害者等世帯

夫：５５歳

妻：５５歳

娘：２５歳

息子：１６歳

妻がパートで働いています。

娘もアルバイトしています。

息子の学校近くに引っ越してきました。

夫の収入は５００万円/年くらい。

妻と娘はパートで働いています。

子供の障害者控除があります。

収入計算シートを入力すれば、楽々計算できます

『収入計算シート』は

こちらをクリック

収入計算シートによる計算例

この月額所得が基準額以内

（高知県は 158,000 円）ならば、

入居可能な範囲内です。

158,000 円≧157,083 円 ⇒ ○

※控除については、『収入計算シート』をご確認ください。

※

『収入計算シート』を使って判定しました。

世帯の年間所得金額

http://anshin-kyoju.jp/doc/income.xls

